
【
事
例
①
】

　

５
年
前
協
議
離
婚
し
た
。
当
時
５
歳
の

長
男
の
親
権
者
を
父
親
と
定
め
、
母
親
で

あ
る
自
分
は
監
護
者
と
な
っ
て
長
男
を
引

き
取
り
育
て
て
き
た
。

　

最
近
、
父
親
の
所
在
が
判
ら
な
く
な
り
、

子
ど
も
の
学
校
に
提
出
す
る
書
類
等
い
ろ

い
ろ
な
面
で
支
障
が
出
て
困
っ
て
い
る
。

　

親
権
者
を
父
親
か
ら
自
分
に
変
更
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
か
。

　

親
し
く
し
て
い
る
同
じ
境
遇
の
友
人
は
、

親
権
者
で
あ
る
父
親
が
病
気
で
急
逝
し
親

権
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ

う
い
う
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

【
回
答
】　

子
の
利

益
の
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
家
庭
裁
判

所
は
、
子
の
親
族

の
請
求
に
よ
っ
て
親
権
者
を
他
の
一
方
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
第
８
１
９
条
６

項
）
の
で
、
家
庭
裁
判
所
に
親
権
者
変
更
の
申

立
を
す
る
。

　

申
立
は
審
判
と
調
停
が
あ
る
が
、
父
親
の
所

在
が
判
ら
な
い
な
ら
審
判
を
申
立
て
る
。

　

な
お
、
長
男
は
10
歳
と
い
う
こ
と
な
の
で
該

当
し
な
い
が
、
15
歳
以
上
の
未
成
年
者
の
場
合

は
、
子
ど
も
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（
家
事
審
判
規
則
第
72
条
、
54
条
）。

　

ま
た
、
親
権
者
で
あ
る
父
親
が
死
亡
し
た
場

合
は
、
単
独
親
権
行
使
者
の
死
亡
に
よ
り
、
後

見
が
開
始
す
る
の
か
、
親
権
が
復
活
す
る
の
か

の
説
が
あ
る
が
、
後
見
人
選
任
の
申
立
も
可
能

だ
が
、
親
権
変
更
あ
る
い
は
親
権
回
復
の
審
判

を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

【
事
例
②
】

　

叔
父
（
78
才
）
は
独
身
で
、
日
常
生
活

の
世
話
は
姪
で
あ
る
私
が
し
て
い
る
。
最

近
、
叔
父
は
財
産
の
こ
と
を
気
に
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

　

「
任
意
後
見
契
約
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い

た
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
手
続
き
は

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。
ま
た
、
私
が
任

意
後
見
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

【
回
答
】　

法
定
後

見
は
、
判
断
能
力

が
既
に
失
わ
れ
た

か
又
は
不
十
分
な

状
態
に
な
り
、
自

分
で
後
見
人
等
を
選
ぶ
こ
と
が
困
難
に
な
っ

た
場
合
に
利
用
さ
れ
、
任
意
後
見
は
、
ま
だ
判

断
能
力
が
正
常
で
あ
る
人
、
又
は
衰
え
た
と
し

て
も
そ
の
程
度
が
軽
く
、
自
分
で
後
見
人
を
選

ぶ
能
力
を
持
っ
て
い
る
人
が
利
用
す
る
制
度
。

　

相
談
者
の
叔
父
が
十
分
な
判
断
能
力
を
有

し
て
い
る
場
合
は
、
任
意
後
見
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。
任
意
後
見
人
は
成

人
で
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
誰
で
も
な
れ
る
の

で
、
相
談
者
が
な
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
任
意
後
見

契
約
を
公
正
証
書
に
よ
っ
て
結
ぶ
必
要
が
あ

る
の
で
、「
公
証
人
役
場
」
と
い
う
所
に
叔

父
と
相
談
者
で
出
向
い
て
作
成
す
る
。

【
事
例
③
】　

　

収
入
が
減
っ
て
、
８
年
前
に
自
宅
を
新
築

し
た
際
に
借
り
入
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済

が
き
つ
く
な
っ
て
き
た
。

　
「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〟」
は
、
県
労
福
協
が
生
活
あ

ん
し
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
と
し
て
最
初
に
取
り
組
ん
だ
事
業
で
す
。

　

２
０
０
４
年
の
12
月
か
ら
毎
月
第
２
土
曜
日
に
弁
護
士
や
司
法
書
士
、
社
会
保

険
労
務
士
な
ど
の
専
門
家
相
談
員
に
よ
る
相
談
を
開
始
し
既
に
61
回
を
重
ね
ま
し

た
。
ま
た
２
０
０
６
年
10
月
か
ら
は
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
平
日
相
談
も
開
始

さ
れ
、
年
間
合
わ
せ
て
約
１
２
０
０
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

人
に
は
言
え
ず
一
人
で
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
、
不
況
や
雇
用
情
勢
の
悪
化
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
の
増
加

な
ど
か
ら
、「
食
べ
る
も
の
も
な
い
」「
お
金
が
全
く
な
く
な
っ
た
」
な
ど
、
生
活
苦
を
訴
え
る
逼
迫
し
た

相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

労
福
協
が
目
指
す
も
の
は
、「
助
け
合
い
・
支
え
合
い
の
社
会
」
で
す
。
労
福
協
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通

じ
て
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
保
険
労
務
士
の
無
料
電
話
相
談
の
他
、
初
回
無
料
の
法
律
・
税
務
相

談
で
様
々
な
悩
み
の
解
決
の
道
を
探
り
ま
す
。

　

相
談
窓
口
は
一
つ
で
も
多
く
、
困
っ
た
時
に
す
ぐ
に
相
談
で
き
る
窓
口
の
存
在
が
大
事
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
年
は
、
面
談
相
談
体
制
も
整
え
、「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
」
が
一
層
身
近
な
相
談
窓
口

に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
更
に
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

長
野
県
暮
ら
し
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
会
長　

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
主
任
相
談
員
・
弁
護
士　

佐
藤 

豊

「
新
年
拡
大
版
」
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く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

田中 善助

弁護士

　

離
婚
の
際
に
未
成
年
の
子
ど
も
が
い
る
場
合
、
父

母
の
合
意
で
親
権
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

離
婚
後
の
親
権
者
の
変
更
は
、
必
ず
家
庭
裁
判
所
の

調
停
・
審
判
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
る
（
親
権
者

が
行
方
不
明
等
で
調
停
に
出
席
で
き
な
い
場
合
な
ど

は
、
親
権
者
変
更
の
審
判
を
申
立
て
る
）。

　

申
立
人
は
子
ど
も
の
親
族
、
申
立
先
は
相
手
方
の
住
所
地
の

家
庭
裁
判
所
又
は
当
事
者
が
合
意
で
定
め
る
家
庭
裁
判
所
。
必

要
書
類
は
申
立
書
１
通
、
申
立
人･

子
ど
も
の
父
母
・
子
ど
も

の
戸
籍
謄
本
各
１
通
。
費
用
は
対
象
と
な
る
子
ど
も
一
人
に
付

き
収
入
印
紙
１
２
０
０
円
と
連
絡
用
郵
便
切
手
。

　

な
お
、
話
合
い
が
ま
と
ま
ら
ず
調
停
が
不
成
立
に
な
っ
た
場

合
に
は
自
動
的
に
審
判
手
続
が
開
始
さ
れ
、
家
事
審
判
官
（
裁

判
官
）
が
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
審
判
を
す
る
。

「
親
権
者
変
更
調
停
」

北川 哲男

司法書士

　

成
年
後
見
制
度
（
H
12
年
４
月
制
定
）
は
、
物
事

を
判
断
す
る
能
力
が
十
分
で
な
い
方
（
本
人
）
の
権

利
を
守
る
援
助
者
（
成
年
後
見
人
等
）
を
選
ぶ
こ
と

で
本
人
を
法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
。
裁
判
所
の
手

続
に
よ
り
後
見
人
等
を
選
任
し
て
も
ら
う
法
定
後
見

制
度
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
っ
て
後
見
人
を
選
ぶ
任
意
後

見
制
度
が
あ
る
。

　

任
意
後
見
制
度
は
本
人
に
判
断
能
力
の
あ
る
う
ち
に
、
将
来

判
断
能
力
が
不
十
分
な
状
態
に
な
る
こ
と
に
備
え
、
公
正
証
書

を
作
成
し
て
任
意
契
約
を
結
び
任
意
後
見
受
任
者
を
選
ん
で
お

く
も
の
。
本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
時
に
、
家
庭

裁
判
所
が
任
意
後
見
監
督
人
を
選
任
し
た
時
か
ら
、
そ
の
契
約

の
効
力
が
生
じ
る
。

　

任
意
後
見
人
に
は
成
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
な
れ
る
が
、
法
律

が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
定
め
て
い
る
事
由
の
あ
る
者
（
破
産
者
、

本
人
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
が
あ
る
者
、
不
正
な
行

為
・
著
し
い
不
行
跡
の
あ
る
者
や
金
銭
に
ル
ー
ズ
な
人
等
）
は

な
れ
な
い
。

　

な
お
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
等
の
専
門
家
や

法
律
・
福
祉
に
関
す
る
法
人
に
依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
任
意
後
見
契
約
」
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先
日
、
金
融
機
関
に
相
談
に
行
っ
た
と
こ

ろ
、
建
物
は
自
分
名
義
（
借
主
）
だ
が
、
土

地
は
２
年
前
亡
く
な
っ
た
父
親
名
義
の
ま
ま

な
の
で
、
父
の
相
続
登
記
を
し
て
登
記
簿
謄

本
を
提
出
す
る
よ
う
言
わ
れ
た
。

　

ど
の
よ
う
な
手
続
き
し
た
ら
よ
い
の
か
さ

っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

【
回
答
】　

金
融
機

関
は
、
住
宅
ロ
ー

ン
の
債
権
の
保
全

の
た
め
抵
当
権
等

の
担
保
を
設
定
し

て
い
る
が
、
担
保
物
件
に
相
続
が
生
じ
た
の
で
、

担
保
付
で
取
得
す
る
相
続
人
に
、
登
記
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。

  

亡
父
の
遺
産
を
相
続
す
る
に
際
し
、
遺
言
が

あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
な
い
場

合
は
、
相
続
人
間
で
遺
産
分
割
協
議
を
し
て
そ

の
合
意
が
必
要
と
な
る
。

  

相
続
人
が
遺
産
で
あ
る
土
地
の
上
に
住
ん
で

い
る
場
合
で
、
土
地
建
物
し
か
遺
産
が
な
い
場

合
は
、
遺
産
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
相
続
人
が
、

他
の
相
続
人
に
、
相
続
分
に
見
合
う
金
銭
を
支

払
っ
て
そ
の
土
地
を
相
続
す
る
、
い
わ
ゆ
る
代

償
分
割
し
て
解
決
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
。

　

遺
産
分
割
の
合
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
遺

産
分
割
の
調
停
の
申
立
を
す
る
。

　

合
意
に
至
り
遺
産
分
割
協
議
書
が
で
き
た

ら
、
不
動
産
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
で

所
有
権
移
転
登
記
申
請
を
行
う
。
移
転
登
記
完

了
後
、そ
の
法
務
局
で
登
記
簿
謄
本
を
取
る
（
手

数
料
１
通
・
登
記
印
紙
１
０
０
０
円
分
）。

　

こ
れ
等
の
手
続
き
は
自
分
で
も
で
き
る
が
、

不
得
手
だ
っ
た
ら
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
に

依
頼
す
る
と
良
い
。

【
事
例
④
】　

　

来
年
か
ら
時
間
外
労
働
の
割
増
率
が
変
わ

っ
た
り
、
有
給
休
暇
を
時
間
単
位
で
取
れ
る

よ
う
に
な
る
と
何
か
で
読
ん
だ
。

　

保
育
園
児
が
い
る
の
で
有
給
休
暇
が
時
間

単
位
で
取
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
嬉
し
い
が
、

何
時
か
ら
な
る
の
か
。

【
回
答
】　

H
22
年

４
月
１
日
か
ら
改

正
労
働
基
準
法
が

施
行
さ
れ
る
。
改

正
の
ポ
イ
ン
ト
は

４
点
あ
る
が
、
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
単
位
取

得
も
そ
の
内
の
一
つ
。

　

具
体
的
に
は
、
１
年
に
５
日
を
限
度
と
し
て

時
間
単
位
（
単
位
基
準
最
低
１
時
間
以
上
）
で

取
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

【
事
例
⑤
】　

　

結
婚
し
て
15
年
。
長
野
市
に
住
ん
で
い

た
が
、
３
年
前
か
ら
夫
婦
喧
嘩
が
絶
え
ず
、

妻
は
１
年
前
に
子
ど
も
を
連
れ
て
秋
田
市

の
実
家
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
来
、
別

居
生
活
が
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
仕
方
な
く
離
婚
を
決
意

し
た
が
、
妻
と
話
し
合
う
に
も
電
話
や
手

紙
で
は
離
婚
の
話
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
協

議
離
婚
が
で
き
な
い
場
合
、
ど
こ
で
ど
の

よ
う
に
手
続
を
進
め
れ
ば
よ
い
の
か
。

【
回
答
】
佐
藤 

豊　

弁
護
士

　

協
議
離
婚
が
成
立
し
な
い
場
合
、
ま
ず
家
庭

裁
判
所
に
調
停
の
申
立
を
す
る
。

　

現
在
、
相
談
者
は
長
野
市
に
、
妻
は
秋
田
市

に
住
ん
で
い
る
の
で
、
ど
こ
の
家
庭
裁
判
所
に

調
停
の
申
立
を
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　

調
停
は
、
相
手
方
の
住
所
地
の
家
庭
裁
判
所

に
管
轄
が
あ
る
（
家
事
審
判
規
則
１
２
９
条
）

の
で
、
秋
田
市
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に
申

立
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
に
、
当
事
者
が
合

意
で
定
め
る
裁
判
所
に
も
管
轄
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
対
立
し
て
い
る
当
事
者
の
間
で
、

こ
の
合
意
が
で
き
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

な
お
調
停
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
訴

訟
に
つ
い
て
は
、
相
談
者
が
住
む
長
野
市
を
管

轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
す
こ
と

も
で
き
る
。

千野 正嗣

司法書士・土地家屋調査士

山口正人　特定

社会保険労務士

①
【
１
ヶ
月
の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
法
定
割
増
賃

金
率
の
引
上
げ
】　

　

１
ヶ
月
の
時
間
外
労
働

の
合
計
が
60
時
間
を
超
え

た
場
合
、
法
定
割
増
賃
金

を
50
％
（
現
行
25
％
）
に
引
上
げ
る
。

　

し
か
し
、
当
分
の
間
は
中
小
企
業

に
つ
い
て
は
猶
予
さ
れ
る
。
猶
予
さ

れ
る
中
小
企
業
の
業
種
別
基
準
（
ど

ち
ら
か
が
該
当
す
れ
ば
よ
い
）　

は

下
表
の
通
り
。

　

な
お
、
中
小
企
業
の
猶
予
は

H
25
年
３
月
ま
で
の
３
年
間
と
さ

れ
、
そ
の
後
全
企
業
へ
の
適
用
拡
大

が
検
討
さ
れ
る
予
定
。

②
【
割
増
賃
金
の
支
払
に
代
え
た
代
替
休
暇
の
付
与
制
度
の
新
設
】

　

事
業
場
で
代
替
休
暇
に
関
す
る
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と

に
よ
り
、
労
働
者
か
ら
の
申
し
出
を
受
け
て
、
１
ヶ
月
60
時
間

を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
行
っ
た
場
合
の
改
正
法
に
よ
る
引
上

げ
分
25
％
の
み
を
、
割
増
賃
金
の
支
払
に
代
え
た
代
替
休
暇
の

「
改
正
労
働
基
準
法
」

付
与
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
【
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
単
位
取
得
】　

　

現
行
で
は
年
次
有
給
休
暇
は
日
単
位
（
ま
た
は
労
働
者
か
ら

の
希
望
に
よ
り
半
日
の
付
与
も
可
能
）
で
し
か
取
得
で
き
な
い

が
、
事
業
場
で
労
使
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
１
年

に
５
日
を
限
度
と
し
て
時
間
単
位
（
単
位
基
準
最
低
１
時
間
以

上
）
で
取
得
で
き
る
。

　

労
働
者
は
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
時
に
自
由
に
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
、使
用
者
は
そ
の
選
択
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

④
【
１
ヶ
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
率

引
上
げ
の
努
力
義
務
】

　

時
間
外
労
使
協
定
（
36
協
定
）
で
限
度
時
間
は
１
ヶ
月
45
時

間
ま
で
と
す
る
こ
と
が
告
示
さ
れ
て
い
る
。
限
度
時
間
を
超
え

た
時
間
外
労
働
を
行
う
に
は
、
従
来
か
ら
時
間
外
労
使
協
定
に

「
特
別
条
項
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
可
能
と
さ
れ
て
い
た
が
、

今
回
、
こ
の
特
別
条
項
に
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
の

割
増
賃
金
率
を
新
た
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
ま
た
、

そ
の
率
は
で
き
る
だ
け
25
％
を
超
え
る
よ
う
に
定
め
る
努
力
義

務
を
求
め
て
い
る
。　

平
日
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
電
話
相
談
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

小 売 業

サービス業

卸 売 業

上 記 以 外

資本金の額
又は出資総額

労働者数

5,000万円以下

5,000万円以下

１億円以下

３億円以下

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

　

離
婚
調
停
の
申
立
人
は
夫
又
は
妻
。
必
要
書
類
は

申
立
書
１
通
、
夫
婦
の
戸
籍
謄
本
１
通
。
費
用
は
収

入
印
紙
１
２
０
０
円
・
連
絡
用
郵
便
切
手
。

　

調
停
手
続
き
で
は
、
離
婚
そ
の
も
の
の
他
、
離
婚

後
の
子
ど
も
の
親
権
者
、
親
権
者
と
な
ら
な
い
親
と

子
の
面
接
交
渉
（
交
流
）
や
養
育
費
、
財
産
分
与
、
年
金
分
割
、

慰
謝
料
な
ど
財
産
に
関
す
る
問
題
も
一
緒
に
話
し
合
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

離
婚
と
共
に
年
金
分
割
の
按
分
割
合
に
関
す
る
調
停
を
求
め

る
場
合
は
、「
年
金
分
割
の
た
め
の
情
報
通
知
書
」
が
必
要
（
問

合
せ
先
・
社
会
保
険
事
務
所
又
は
各
共
済
年
金
制
度
の
窓
口
）。

「
夫
婦
関
係
調
整
調
停
（
離
婚
）」

毎
月
第
２
土
曜
日
は
、専
門
家
に
よ
る
相
談
日
で
す
。

●
相
談
受
付　

第
２
土
曜
日　

10
時
～
16
時

●
専
門
家
相
談
員

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士

●
相
談
内
容

離
婚
、
サ
ラ
金
・
多
重
債
務
、
相
続
、
年
金
問
題
や
、

健
康
・
雇
用
・
労
災
保
険
関
係
、
労
働
問
題
な
ど

何
で
も
結
構
で
す
。

0
1
2
0

−

3
9

−

6
0
2
9

困
っ
た
と
き
は
、
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

”
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
“
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